
 
 
 

高齢者等の外出支援「えび～くる」の実証運行を来年３月末まで延長 

～低所得世帯の高齢者の利用料金を減額～ 
 
 
 市では、これまでの公共交通等では支援が届かない高齢者等に対して、デマンド型の

乗合タクシー「えび～くる」を実証運行していますが、本格運行に向けた更なる検証の

ため、実証運行期間を令和９年３月31日まで延長しました。 

 延長に際しては、一部時間帯で予約が取りにくい状況を緩和するため、運行車両の増

車及びワゴン車を導入します。また、低所得世帯の高齢者に対して、利用料金を減額し、

外出控えの抑制を図ります。 

 

１ 見直しの背景 

 (１) 一部の時間帯（特に午前中）で予約が集中し、予約を取りにくい状況が発生 

 (２) 外出機会の多い高齢者にとって、利用料金が大きな負担となり、特に低所得世

帯（住民税非課税世帯）の高齢者が外出を控えるおそれがある。 

 

２ 令和８年６月からの変更内容 

項目 現行 期間延長後 

運行期間 
令和６年６月24日～ 

令和８年５月31日  

令和６年６月24日～ 

令和９年３月31日 

車両台数 

平日 ４台 

土曜日２台 

 

※全台タクシータイプ 

増車：令和８年６月から 

・平日６台（内、ワゴンタイプ１台） 

※内２台は、利用が集中する８時～12時 

30分の運行 

・土曜日２台（内、ワゴンタイプ１台） 

 
☞ワゴンタイプ車両は順次導入し、最終的には 

６台中３台をワゴンタイプで運行します。 

利用料金 １人１乗車500円 

【基本】１人１乗車500円 

 

料金軽減：令和８年６月から 

①・②のいずれかに該当する方は、 

１人１乗車300円とする。（要申請） 

 

本人及び世帯員が住民税非課税（介護保険料

算定における所得段階区分の「第１～第３段

階」）で 

 ①75歳以上の方 

 ②65歳～74歳で、要介護・要支援の認定を

受けている方 

 

 

令和８年６月25日 

市長定例記者会見資料 

保健福祉部福祉政策課 



３ えび～くる事業への協力金制度を開始 

  えび～くる事業を持続的なものとするため、共通乗降ポイントに指定している医療

機関及び店舗を中心に協力金制度を開始しました。 

  現時点で協力の意向をいただいた事業者は次のとおりです。 

 

（敬称略） 

事業者名 
協力金額 

（令和８年度分） 

株式会社 メディカルガーデン 

 
 50,000円 

医療法人みやび会 わきた歯科医院  50,000円 

医療法人社団ベル歯科 ベル歯科医院  50,000円 

一般社団法人 グランファミリア 

（海老名こじろう耳鼻咽喉科） 
 50,000円 

医療法人社団喜望会 えびな整形外科  50,000円 

医療法人社団 NALU 

（えびな脳神経クリニック） 
 50,000円 

株式会社 サン・ライフホールディング  50,000円 

プライムケア東京株式会社  50,000円 

合計 400,000円 

※１事業所当たり5,000円/月×10か月（令和８年６月～令和９年３月） 

 

【参考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎この件に関するお問い合わせ 

海老名市保健福祉部福祉政策課 電話046-235-4820 


